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平成1 6年5月2 0日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 岩尾 藁理子

平成1 4年（ワ）第23529号 損害賠償等請求事件

ロ頭弁論終結日 平成1 6年3月25日

判 決
ヽ

.

. 

c・

山梨県............. , 

原 告

同訴訟代理人弁護士

同

東京都．．．．．．．．．．．．． ＇

被 告

同代表者代表取締役

同訴訟代理人弁護士

同

桜

斎

井

藤

健

雅

夫

弘

朱式会社．

主 文
、 ．

｀ 

.ヽ. 1 被告は，原告に対し， 3960万7992円及びこれに対する平成1 4 

年3月8日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2 原告のその余の請求を棄却する。•

3 訴訟費用は，これを3分し，その1を原告の負担とし，その余を被告の

負担とする。

4 この判決は，第1項に限り，仮に執行することができる。

事 実 及 び 理 由

第1 請求

被告は，原告に対し，6 6 0 1万3320円及びこれに対する平成1 4年3

ー
�

一

ー



. . . . . 

. . . . . . . 

． ．

． ． • • 
. . 

． ．

. . . 

. 
! 

月8日から支払済みまで年 5分の割合による金員を支払え。

第2 事案の概要

本件は， 原告が， 被告との間で商品先物取引をした際， その従業員らの虚偽

勧誘， 説明義務違反， 断定的判断の提供・不利益事実の不告知， 新規委託者に

対する保護義務違反， 不合理で無意味な特定売買の反復， 事実上の一任取引又

は無断売買， 仕切拒否等の行為により損害（差引損60 0 1万 3320円と弁

護士費用600万円との合計66 0 1万3320円）を被ったとして， その使

用者である被告に対し， 不法行為に基づく損害賠償又は消費者契約法に基づく

取消しによる不当利得返還（選択的請求）を求めた事案である。

1 争いのない事実等

(1)被告会社は， 商品先物取引の受託業務等を業とする株式会社であり， 商品

取引員である。

(2)原告は， 昭和 1 9年生まれの男性であり， 農業に従事している。

、(3)原告は， 被告に対し， 次のとおりの送金をした。

ア 平成14 年2月 2 5日 1330万円 ） 

イ 同年3月 4 日 3920万円

ウ 同月 7 日 1100万円

1 7 5 0万円

以上 合計81 0 0万円

(4)被告における原告名義の口座において， 平成1 4年2月2 5日から同年5

月7日までの間， 東京工業品取引所における金につき， 先物取引（以下「本

工 同月8日

I

I

-

.

-

．

 

件取引」という。）が行われた。 その概要は， 別紙建玉分析表記載のとおり

である（乙 1 ないし 3) 。

(5) 本件取引は， 平成14 年 5月 7 日に手仕舞いされ， 原告は， 被告から， 同

月 9 日， 清算金として2098万6680円の返還を受けた。 本件取引によ

り， 原告に6001万3320円（委託手数料及び消費税を含む。）の損害

2
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が生じた。

2 争点

本件の争点は，①披告従業員の本件取引の勧誘行為・受託行為が不法行為と

なるか，②本件取引を消費者契約法に基づいて取り消すことができるか，であ
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なお，被告は，原告の主張を争うとともに，原告の新規委託者に対する保護

義務違反及び事実上の一任取引又は無断売買の主張は，時期に遅れた攻撃防御

方法であるとして，却下を求めている。

第3 当裁判所の判断

1 前記争いのない事実に，証拠（甲第1号証ないし第23号証，第24号証の

1, 2, 第47号証，第48号証，第50号証ないし第6 1号証，第6.3号証，

乙第1号証ないし第1 7号証，第1 8号証の1ないし3'第1 9号証の1, 2,

第20号証ないし第22号証，第23号証の1, 2, 第24号証の1ないし9'.

、第25号証ないし第28号証，第29号証の1ないし2 2, 第30号証の1な

いし4, 第3 1号証，証人．．．．．，同_, 同_, I司．．．． ＇
同_, I�-, 原告本人）及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の

事実が認められる。

(1)原告は，昭和1 9年．．．． ＇生まれ（本件取引当時5 7歳）の男性であ

り;-• を卒業後，家業であるぶどう等の栽培をす吋．．．．を
引き継ぎ，現在に至っている。原告の本件取引当時の年収は，約1000万

円程度であった。

(2)原告は，本件取引前，約5年間にわたり， 証券を通じて証券の現物及

び先物取引をしていたことがある（乙5, 原告本人）。

(3)原告は，平成1 4年1月，原告所有のぶどう畑の一部を町立小学校用地と

して売却し，その売却代金約2億円を取得し，これを農協等に預金していた。

原告は， ペイオフのことを心配し，上記預金を金地金に換えることを検討し

3
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ていた。

(4)被告は，平成14年2月1 5日付けの 新聞朝刊に，金地金販売のキャ

ンペーン広告（甲1)を掲載した。原告は，同広告を見て，資料請求をした

（乙第24号証の1)。その際，原告は，自宅の住所及び電話番号を被告に

通知した。

(5) 被告の外務員であるJI-(以下りII● という。）は，同月 1 9 日，

原告宛てに上記資料を発送し（甲2, 乙16, 17), 同資料は同月20日

に原告に届いた。川・は，同月21日，原告に電話をかけ，原告宅を訪問し

たい旨告げ，原告はこれを承諾した。川●は，同日夕方，原告宅に赴き，金
ノ

地金の勧誘を行った。

(6)川 11は，同月22日又は2 3日，原告宅を訪問し，原告に日足チャ ー トを

示すなどして，金価格が上昇傾向にあることを説明し，金の購入を勧めた。

川口は，原告が金地金の現物取引での購入を希望していることを認識してい

、 たが，先物取引で金地金を購入することを勧めて，川•が持参した先物取引

の約諾書（乙4)'商品先物取引口座開設申込書（乙5)及びアンケート用

紙（乙6)に記入し，署名捺印した。

原告は，同アンケー トにおいて，差金決済，追証拠金の計算，建玉制限，

取引の自己責任，取引の危険性等について理解したか否かという問いに対し，

いずれも「はい。」と回答しているが，これらの点についての理解は十分で

はなかった（甲52, 原告本人）。

(7)同月25日朝，川 Iは，原告と電話で話をしたところ，原告が1 0枚分の

金地金を購入する意思を示したので，原告に購入代金に相当する1 3 3 0万

円の送金を要請した。

原告は，被告に対し，同日，1 3 3 0万円（同日の始値（甲6 3) 1 2 6 

1円Xl万Xl. 05+2000円XlOXl. 05 (手数料，乙2) = 1 

3 2 6万 1 5 0 0 円）を送金した。なお，先物取引の委託証拠金は 1 枚 6 万

4
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円 (1 0枚で 6 0 万円）であった。

別紙建宝分析表No.1のとおり， 同日， 1 0 枚の買い建て (1 2 5 2 万円）

がされた。

(8)同日午後， 川・は， 当時被告の新宿支店長であった宮--(以下「宮

II」という。）と共に原告宅を訪れ， 原告に1 3 3 0万円の「委託証拠金預

り証」（乙第 3 0 号証の 1) を渡した。同書面には， 「上記金額（有価証

券）を商品取引所の商品市場における取引についての委託証拠金として正に

お預かり致しました」との記載がある。

・ 川 11及び宮・比 「商品先物取引委託のガイド」 （乙1 9) や「リスク管

理（損失になったらどうするの！？）」 （乙2 0)等の資料を示すなどして，

先物取引の概要を説明をしたほか， 現在は低金利でデフレ状態なので， 今後

は金が値上がりしていく見通しであとの認識を示した上で， 「先物もぜひや

らせてほしい。 安全です。」， 「20年待ったチャンスです。」などと原告

‘ を勧誘した。 その結果， 原告は， 先物取引で金1 0 0枚を買うことを承諾し

ヽ
ヽ

,
‘
ー

た。

(9)原告は， 金が値下がりするかも知れないと心配になり， 翌26日朝， 川•

宛に「2月2 5日の話はストップ（先物中止）しておいて下さい。」と記載

した文書をファックス送信した（甲 3' 乙第 24 号証の 2) 。 そのため， 上

記取引は， 行われなかった。

(1 0)川•は， 原告に， 同月2 6日， 2 7日に， 金の値動きの状況等の記載さ

れた資料（乙第 2 3 号証の 1, 2, 第 2 5 号証）をファックスで送付した。

同月 2 8 日， 原告は， 被告に上記のような送信を止めてほしい， 月報を月 1

回ご報告下さいとの文書をファックスで送信した（甲4)。

(1 1) 同 3 月 4 日， 原告は， 宮IIから電話で， 「今買わないと買えなくなる」，

「安全です。 絶対， 損の出ることはありません。」などと金の取引の勧誘を

受け， 先物取引で金 400枚を購入することにした。

5
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被告に対し， 同日午前1 0時ころ， 3920万円を送金した。

同日， 合計430枚の買い建てがされた（別紙建玉分析表No.2, 3)。

(1 2)同日午後， 川・及び被告審査部の野-(以下「野-」という。）が

ー保養所で原告と面談した。 野•比 「商品先物取引委託のガイド」を示

しながら， 商品先物取引の仕組みや危険性を説明した。 原告は， 投資予定額

を従来の2000万円から1億20 0 0万円に変更する「投資予定額変更

届」 （乙7)」を作成した。原告は， 川・から「委託証拠金預り証」 （乙第

30号証の2)の交付を受けた。

(1 3)同月5日， 原告は， 電話で川●から， 「下げが入っているので安いとこ

ろで買った方がいい。」 「絶対心配ない。」などと， 先物で金1 0 0枚を購

入することの勧誘を受けて，これを承諾した。

同日， 1 0 0枚の買い建てがされた（別紙建玉分析表No.4)。

(1 4)同年3月6日， 原告は， 宮●から電話で， 「円高になり， 下げていま

、 す。」 「ここは売りです。」 「心配ありません。」 「300枚で十分でしょ

う。」などと言われ， 1 1 0 0万円の送金を促された。

(1 5)翌7日， 原告は， 被告に1 1 0 0万円を送金した。 同日， 合計300枚

の売りが建てられた（別紙建宝分析表No. 5ないし7)。

(1 6)同日， 原告は， 宮·から， 「円高のためどこまで下がるか分からな

い。」 「追加売りをしてバランスをとっておいた方がよい。」などと言われ，

2 4 0kg売りの分として1 7 5 0万円を送金を促された。

(1 7)翌8日， 原告は， 被告に対し， 1 7 5 0万円を送金した。 こ れで原告の

被告に対する送金額は， 合計8100万円となった。

同日， 240枚の売り建てがされ， その結果， 買いと売りとが各540枚

同数の両建てとなった（別紙建玉分析表No.8ないし1 1)。 同日， 売りが2

0枚仕切られ， 買いが20枚建てられた（途転， 同表No. l 2ないし1 4)。

なお， 被告の同月8日付けの現在高照会回答書（乙第9号証の1)によれ

6
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ば， 値洗差損益金は， 「ー3805万2000円」となっていた。原告は，

同書面に署名している。

(1 8)同日，原告は， ．． ＇保養所で被告新宿支店の営業部長池--(以下

凜•リという。）及び川・と面談した。原告は， 池IIらに対し， 話が当初

と全然違ってきたので，取引はなかったことにしてほしいと要請した。

(1 9)翌9日， 原告は， 池II, 宮·及び川·宛に，取引開始時点と実情が異な

ってきた経過を記載するとともに， 損を被告が引き取ってほしい， 事故処理

など何らかの方法を見出してほしいとの要望を記載した手紙（甲5)を発送

し， これは， 同月 1 2 日までには， 池・，宮・及び川·に届いた。

(2 0)同月1 2日，原告は， 宮·及び川・と 保養所で面談した。 原告は，

宮tlらに善処方を重ねて要請した。 これに対し，宮・は， 「心配いりませ

ん。」 「 8 1 0 0 万円は必ず守ります」 「時間をいただきたい。」などと述

べて，原告をなだめた。 原告は， 取引のことはよく分からないので宜しくお

、 願いしたい旨の対応をした。宮·は， 現在高照合回答書（乙第9号証の2)

を示しながら， 取引内容の現状や今後の見通しの話をし，原告は， 同書面に

署名した。

(2 1)同月1 2日，別紙建玉分析表No.15, 16のとおり， 金20枚の買いが

仕切られた。

(2 2) 同月 1 3日，原告は， 池・， 宮・及び川｀宛に家族が大反対であるから

前記原告の要望に対処してほしい旨の文書（甲6)をファックス送信した。

(2 3) 同月 1 5 日，原告は,_.導危所で宮書及び川・と面談した。 宮・りま，

原告に， 「8100万円は必ず守ります。」 「心配いりません。」などと述

べた。 原告は， 宮・らが持参した現在高照合回答書（乙第9号証の3)に署

名した。

(2 4)同日， 別紙建玉分析表No.17, 18のとおり， 売り1 0枚が仕切られ，

買い1 0枚が建てられた（途転）。

7
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(2 5)同月20日， 別紙建玉分析表No.1 9ないし22のとおり， 買い2 0枚が

仕切られ， 買い3 0枚が建てられた（直し）。

(2 6)同月2 2日， 別紙建玉分析表No.2 3ないし2 7のとおり， 買い3 0枚が

仕切られ， 売り3 0枚が建てられた（途転）。

(2 7)同月26日， 別紙建玉分析表No.2 8ないし3 0のとおり， 買い1 0 0枚

及び売り2 5枚が仕切られ， 買い12 5枚が建てられた（直し， 途転）。

(2 8)同月30日， 原告は， 前記の要請（本件取引をなかったことにするこ

と）につきご高配を求める旨の文書（甲4 7)をファックス送信した。

(2 9)絹（以下「金● という。）は， 同年4月1日付けで宮・に代わっ

て 支店の支店長になった。

(3 0)同年4月2日， 金●は， 川-.と共に一保養所で原告と面談した。 金

11は， 「改善する自信はあります。」などと述べて， 今後の金の値上がりの

見通しを説明した上， 追加入金の勧誘をした。 原告は， これを断った上， 原

‘ 告の要望を池11に伝えるよう求めた。 原告は， 金�らが持参した現在高照合

回答書（乙第9号証の4)に署名した。

なお， 原告は， 金9; の来訪前に前記と同趣旨の書面を金・らにファック

ス送信していた（甲7)。

(3 1)同月3日， 原告は， 池II. 金·及び川●宛てに， 本件取引をなかったこ

とにしてほしい旨の文書をファックスした（甲9)。

(3 2)翌4日， 原告は， 池·宛に， 被告の社長に会いたい旨の文書をファック

スした（甲1 0)。

(3 3)同日， 別紙建玉分析表No.41, 42のとおり， 買い6 0枚が仕切られ，

売り3 0枚が建てられた（途転， 両建て）が， 原告は， これを知らなかった。

原告は， このころから本件取引における売り， 買いを被告に事実上， 一任

するようになった。

(3 4)翌5日， 原告は， 池・宛に， 被告の社長と面会したい旨の文書をファッ

8
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クスした（甲1 1)。

(3 5)同日， 別紙建玉分析表No.43, 44のとおり， 合計買い20枚の仕切り

がされたが， 原告は， このことを知らなかった。

(3 6)翌6日， 原告は， ．． 保養所で川・及び池冒と面談した。 原告は「取引

をなかったことにしてくれ。」 「社長と会わせてほしい。」と述べたが， 池

·は， 取引で改善していくしかない旨答えた。原告は， 池1tらの持参した貴

口座現在高照合御通知書（乙第9号証の7の1)に署名することを拒んだ。

(3 7)原告は， 翌7日から同月1 7日にかけて，原告の要望を伝える文書を川

・や池IIにファ ックス送信した（甲1 3ないし1 6, 乙第24号証の4)。

この間， 別紙建玉分析表No.5 1ないし5 9とおりの取引がされたが， 原告

はこのことを知らなかった。

(3 8)同月1 8日， 原告は, .. 保養所で金・及び川●と面談した。 原告は，

金・らに同月6日までの経過を記載した手紙（甲1 8)を手渡して， 事実確

、 認を求めた。 金•は， 原告に対し， これまでの取引の内容について説明する

とともに， 追加資金を投入すれば損は取り戻せる旨の勧誘をした。 原告は，

金・；の持参した現在高照会回答書（乙第9号証の5)に署名した。

なお， 原告は， このときの会話内容をテ ー プに録音した（甲5 2)。

(3 9)原告は， 同月1 8日に， 自己玉の売り買いの傾向を尋ねる書面（乙第2

4号証の5)' 同月24日に，自己玉の買いの傾向と売買の相関関係を尋ね

る書面（乙第24号証の6)をファックス送信した。

(4 0)原告は， 同月22日から24日にかけて， 金•及び川·と電話で話をし

たが， その内容をテ ー プに録音した（甲53ないし5 6)。 金-らは， 追加

資金を投入すれば取引内容が改善される可能性が高いなどと説明した。

なお， 原告は，同月2 3日， 池・ら宛に， 「お願い」の件に「速やかにご

高配」願いたい旨を記載したファックスを送信した（甲20)。

(4 1)同月2 5日， 別紙建玉分析表No. 6 1の売り30枚の仕切り，No. 6 2の買

，
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い8枚の新規建玉がされた（途転）が， 原告はこれを知らなかった。

(4 2)翌26日， 原告は,.保養所で池•り 金·及び川・と面談し， これま

葛
暮

での事実経過を記載したメモ（甲2 1)に基づいて話をした。 その際も， 池

・らは， 原告に対し， 追加資金投入による取引内容改善の方法を勧めた。 原

告は， 池-らの持参した「現在高照会回答書」 （乙第9号証の6) の通信欄

に「説明を受けました。一」 と記載した。

なお， 原告は， このときの会話内容をテ ー プに録音した（甲5 7)。

ー

(4 3)翌27日， 原告は， 池·宛にこれまでの事実経過を記載したメモをファ

ックス送信した（甲2 2)。

(4 4)翌28日， 原告は， 被告代表者宛にク ー リング・オフを申し出る文書を

,
＇

 

ファックス送信し（甲2 3) , 同日， 同文書を郵便でも発送した。

(4 5)同月30日， 被告取締役諸＇．．． は， 原告に対し，

オフは認められない旨電話で回答した。

上記のク ー リング・

書
量

’

!冨,
1
|

{4 6)同日， 金11も原告に対し， 電話で同様の趣旨を述べた。 原告は，

きの会話内容をテ ー プに録音した（甲58)。

このと

(4 7)平成14年5月1日， 金•は， 原告に対し， 新たに2 1 5枚の新規建玉

を勧誘し， 原告は「その方がいいわけですね。」と述べたところ， 金·は，

「いいですよ。」と答えた。 原告は， このときの会話内容をテ ー プに録音し

I
 

た（甲5 9, 6 0)。

|l
 
『

•

同日， 別紙建玉分析表No. 6 3, 64の合計2 1 5枚の買いの新規建玉がさ

れた。

(4 8)翌2日， 金·は， 電話で原告に， 買い玉262枚の仕切りを勧誘し， 原

告は， 「それはもう， 私は任せしますというとおり， はい， しか言いようが

ありませんので。」と答えた。 原告は，

した（甲6 1)。

このときの会話内容をテ ー プに録音

同日， 別紙建玉分析表No.6 5, 6 6の合計2 6 2枚の仕切りがされた。

10 

-」-----



• • • v J 

. . . . 。 � .,
・ ロ

• • 

• • J 

• • .J 

． ． 

・ � j

(4 9)同日， 原告は， 被告に対し， 本件取引の手仕舞いを求める文書をファッ

クスした（乙第24号証の9)。

(5 0)同月7日， 別紙建玉分析表No. 6 7ないし79とおり， 建玉すべてが手仕

量
曇
藝
電

舞いされ， 同月9日， 被告は， 原告に対し， 本件取引の清算金として209 、

＇
 

8万6680円を原告の銀行口座に振り込んだ。 原告は， 本件取引により，

•

•

•

 

，

'

 

．

．
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.

 

＼
 

,
\

6001万3320円（内手数料 1971万8400円） の損を出した。

(5 1)同年6月1 8日， 弁護士桜井健夫は， 原告の代理人として， 消費者契約

法4条に基づき本件取引を取り消した上， 6001万33 2 0円の返還を求

める通知をした（甲第24号証の1' 2)。

(5 2)同年1 0月3 0日， 原告は， 本件訴えを提起した。

2 前記認定事実を前提に， 以下， 検討を加える。

商品先物取引は， 価格が激しく上下する商品を対象とするものであり， 危険

性の高い取引であるから， 商品取引員は， 商品先物取引について十分な知識や

、経験を持たない顧客に対しては， 安易に取引に関与させて予想に反した大きな

損害が発生しないように努めるべき注意義務があるというべきである。

これを本件についてみるに， 前記認定事実によれば， 本件取引に関する川●，

宮鬱， 池•及び金量らの一連の行為は， 全体として不法行為に当たるというべ

ー

1ー

きであり， 被告は， 民法71 5条1項による使用者責任を負う。

すなわち， 川·らは， 商品先物取引の経験のなかった原告に対し， 現物取引

と先物取引との区別を曖昧にした上で， 先物取引に導き込み， 先物取引の危険

性等について十分な説明をしないまま， 約2週間という短期間に合計8 1 0 0 

万円という高額な資金を取引に投入させた上， 平成14年2月25日から同年

5月2日までのわずかな期間の間に， 別紙建玉分析表記載のような高額な取引

をさせて， その結果， 原告に6001万3320円の損失を与えたものである

ところ， その取引の内容も， 断定的な判断を提供した上で， 本件取引の途中か

らは， 実質的な 一任売買をしているほか， いわゆる特定売買も多数回数にわた

11 
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って行われているのであるから， 同人らが前記の注意義務を欠いていることは

明らかである。

なお， 原告は， 被告の仕切拒否を主張しているが， 前記認定事実に照らせば，

原告が被告に要求していたものは， 本件取引の停止というよりは， 本件取引か
‘

ら生じた損害の解消（損害の填補）であったことが認められるから， 原告の上

記主張は理由がない。

3 ところで， 被告は， 原告の新規委託者に対する保護義務違反及び事実上の一

任取引又は無断売買の主張は， 時期に遅れた攻撃防御方法であるとして， 却下

を求めているところ， 確かに上記主張が， 証拠調べが終了した後の平成1 6年

2月1 2日の口頭弁論期日における原告準備書面2の陳述によってされたこと

は認められるが， 原告が商品先物取引の末経験者であったことは， 当初から主

張されている（訴状7頁）ところであるし， また， 別紙建玉分析表No.4 2ない

し79が無断売買であることも同様に主張されている（訴状43頁）から， 原

、告の前記主張が， 時期に遅れた攻撃防御方法であるとはいえないし， また同主

張によって訴訟の完結を遅延させることもないから， 被告の前記主張は， 採用

できない。

4 原告の過失相殺について検討を加える。

前記認定のとおり， 被告は， 原告に対し， 商品先物取引委託のガイドやリス

ク管理などの資料を交付し， 先物取引の危険性について一応の説明をしている

こと， 原告には証券取引（先物取引を含む。）の経験があること， 原告は， 被

告から委託証拠金預り証（乙第3 0号証の1ないし4)や現在高照合回答書

（乙第9号証の1ないし6)の交付を受けているから， 本件取引が金地金の現

物取引とは異なる内容のものであったことは比較的容易に理解し得たものと推

認されること， 原告の学歴， 職歴， 株取引の経験などに照らすと， 先物取引に

関する理解能力や判断能力は， 相当程度あったものと認められることを総合す

ると， 本件取引に関しては， 原告にも4割の過失を認めるのが相当である。

霰
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以上によると， 被告は， 原告の被った損害 6001 万 3 3 2 0 円の 6 割の 3

600万 7 9 9 2 円について損害賠償責任を負うべきであり， 本件事案の性質，

認容額等を考慮すると， 弁護士費用としては3 6 0万円を認めるのが相当であ

量 る。

よって， 本訴請求は， 3 9 6 0 万 7 9 9 2 円及びこれに対する平成 1 4 年 3

月8日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で

理由があるから， これを認容し， その余の請求は理由がないから， これを棄却

し， 主文のとおり判決する。

東京地方裁判所民事第3 2部
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一 建 玉 分 析 表
1/ 2頁

東エー金 特定売買判定方法：バターンl (全件に判定）、重複有、商品単独、限月無視ゾート：約定日＋場節＋発注日時＋登録No

已＿
12
-
13
＿

14-
15
_
16_
17
-
18-
19
-
20-
21-
22-
23-
24
-
25-
26
-
27
-
28-
29
-
30
-
31
-
32
-
33
-
34
-
35
-
36
-
37
-
38
-
39
-
40
-
41
-
42
-
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-
44
-
45
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置
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呻＿
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[

三＿
言〗一〗＿〗―〗-
日
巨二
冒
日＿
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冒
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[
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言
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言
戸
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三＿
三＿
三＿
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三
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雪――[-[＿
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1200 
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1271 

1270 
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1303 
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203,680,000 
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23,440,000 

11,720,000 

11,720,000 

11,960,000 

11,960,000 
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-130,000 

370,0⑱ 

104,000 

104,000 

-239,200 

260,800 喜
t 

21 『02/03/20ザラ

22 002/03/20ザラ

4
�

002/03/05ザラ

26 002/03/22ザラ

24, O(Y.) 
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1,040,000 
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104,000 
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建 玉 析
2/ 2頁

東エー 金 特定売買判定方法：Iゞりーソl (全件に判定）、重複有、商品単独、限月無視')-卜：約定日＋場節＋発注日時＋登録No
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璽
量-
9`し

、

三41
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-
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-
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-
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1271 

1269 
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1269 

約□言言〗
13,805,000 

25,160,000 

24,780,000 

6,290,000 

5,032,000 

38,040,000 

36,772,000 

12,530,000 

16,289,000 

3,771,000 

15,084,000 

18,840,000 

37,920,000 

10,096,000 
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127,200,000 

6,260,000 
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114,390, 000 

61,008,000 
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5,084,000 

36,859,000 

10,152,000 

145, 935, 000 
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-30, 000 

-5,202, 000 

-320, ()00 

-8, 100,000 

-4,590, 000 
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-39, 309,000 19,718,400 -60, 013, 320 10 10 I 17 6 

-39,309,000 
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手数料計： 19, 718, 400 (損金に対する手数料の割合：32.86%} 

特定売買比率：97. 邸（仕切件数） 特定売買内訳（新規34件の内：直し10件、途転l砕卜、両建17件） （仕切4辞拉沖l: 日計1件、不抜6件）



これは正本で

平成/6年

あ る 。

5月ユ 0 日

東京地方裁判所民事第3 2部

裁判所書記官 岩 尾
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